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消費者庁表示対策課御中

520-2351滋賀県野洲市冨波甲972番地

コープしが野洲事務所滋賀県生協連内

特定非営利活動法人消費者ネット・しが

代表土井裕明

九わゆる鰭家食品に関する荒F議汚沼汲び

健康増進法上の留意事項について（案）Jに対する意見

標記の件について，下記のとおり，意見を申し述べる。

記

第l意見の趣旨

l疾病の治療又は予防を目的とする効果や，身体の組織機能の一般的増強，

増進を主たる目的とする効果を明示的に標ぼうする広告・表示はもちろ

ん，そのような明示がない場合であっても効果を暗示している場合には，

健康増進法や景品表示法に抵触するという問題以前に，そもそも薬事法違

反となることを明記すべきである。

2特定の保健の用途に適する旨の効果を標ぼうする広告・表示についても，

それが保健機能食品でない限り，健康増進法や景品表示法に抵触するとい

う問題以前に，薬事法違反となることを明記すべきである。

3効能・効果を暗示する広告・表示の例として，体験談，タレントによる

コメン卜，医者による論評，学会論文の引用，巧妙な言い回しなどの具体

例を豊富に盛り込むべきであるυ
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4保健機能食品以外の食品については，栄養成分の機能や健康増進効果が

期待できるかのよう な印象を与える表示が許容されないことを明示的に記

載すべきである。

5案の12頁にある， 「実際は， 医学，薬学，栄養学等学問上は標ぼう される

効果がないことが明らかになっている場合には， 著しく事実に反し， 著し

く人を誤認させる表示として，景品表示法及び健康増進法上問題となるJ

との記載を， f医学，薬学，栄養学等学問上は標ぼうされる効果があるこ

とが明らかになっていない限り， 著しく事実に反し，著しく人を誤認させ

る表示と して，景品表示法及び健康増進法に違反するj と訂正すべきであ

る。

第2理由

1いわゆる健康食品の広告・表示の現状について

いわゆる健康食品の広告・表示は，現行法上も，薬事法，健康増進法，

景品表示法，食品衛生法等の規制の下にある。 しかし， 現実には， 体験談，

タレントによるコメン ト，医者による論評，学会論文の引用，巧妙な言い

回しなどを駆使して， 明確な治療効果や予防効果があるかのように消費者

が誤信するように 意図的に誘導する広告が横行している。ところが， 残

念なことに，明確に「？？？るJと表現するような場合でない限り，薬事法 t

の取り締ま りは行き届いていない。また，健康増進法32条の2では「著し

く事実に反する」 表現のみが禁止されているため，効能効果が不明な場合

に暖昧な表現をしたり， 多少の誇張した表現をするこ とは許容されるかの

よう に解釈する事業者がある。さらに，医薬品， 保健機能食品（特定保健

用食品と栄養機能食品）以外には，機能表示は認められていないはずであ

るが，現実には，間接的な表現等を駆使して，食品の効能効果を大々的に

表示する行為が横行し，効果的な規制はできていない。 とりわけ，サプリ

つ臼
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メントに関しては， 一般消費者にとって，医薬品との区別がつきにくくな

っているし，いわゆる健康食品を過信することにより，治療機会の喪失，

内容成分による健康被害としづ健康被害も発生しているのまた，役に立た

ないサプリメントに多額の支出を促すような事業活動は，健全な商業活動

の範囲を逸脱している。

2薬事法との関係について

健康増進法が 「著しく事実に反する」 表現を，景表法が「実際のものよ

りも著しく優良」であると示す表現を，それぞれ禁止することと している

ため，事業者は，「事実に反していても著しい程度ではない表現L r実際

のものよりも多少優良であると誤認させる表現Jは，許容範囲であると考

えがちである。しかし，健康増進法や景表法上直ちに違反とまではいえな

い広告・表示であっても，それが， 疾病の治療文は予防を 目的とする効果

や，身体の組織機能の一般的増強， 増進を主たる目的とする効果， 特定の

保健の用途に適する旨の効果があるかのように，一般消費者に受けとめら

れるおそれがあるものであればP 薬事法上違法となる と考えるべきである。

今削の「留意事項j は，直接には健康増進法と景表法の運用基準を示すた

めのものではあるが この基準を逆手にと られて，薬事法上問題がある表

現であるのに，健康増進法と景表法上は問題がないという業者側の主張を

許すことがあってはならない。「案Jの9頁に掲げられた表示例も，明らか

に薬事法違反である。 実際には， もっと間接的な表現で薬事法違反を問わ

れないように，巧妙に工夫された広告 ・表示が一般的なのであ り，「案j

の表示例は， 実質的には役に立たないと思われる。たとえば， rooiこは，

高血圧を改善する効果があるといわれています3 この商品には00がQmg

含まれています。j といった広告でも，消費者は，疾病の治療又は予防を

目的とする効果があるものと認識するであろうし，事業者も，そのような

意図でこのような広告をするのである。 いわゆる健康食品の広告には，こ

円。
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の種のものが氾濫しており，すべて薬事法違反であるこ とを，「留意事項J

の中でも明確に宣言しておくべきである。

3薬事法違反を回避しようとする広告手法の規制について

いわゆる健康食品の広告には，体験談，タレントによるコメント，医者

による論評，学会論文の引用などが多くみられる。虚偽の体験談が使われ

ている と思われる例もあるし， タレントによるコメントにも，実際にその

食品を摂取していないのに，その効能を讃えていると思われる例もある（効

能に言及すること自体薬事法違反の問題がある。）。

4栄養成分の機能表示について

さすがに 「このサプリを飲めば血圧が下がるj とはっきり記載するよう

な広特はまれであるが，「00（内容成分）には血圧を押さえる効果があり

ます」としづ広告は多い。いわゆる健康食品の広告のほとんどは，栄養成

分の機能の表示と，疾病予防や保健目的の暗示を組み合わせたものであるο

I年をとっても，いつまでも元気で歩きたいですね。年齢を追うごとに，

関節の潤滑成分が減っていきますυ この商品には，年齢とともに減ってい

く00がたっぷり入っていますυJ といわれれば，一般の消費者は，この

商品を飲めば足の関節痛が緩和すると理解するはずである。けれども，当

該内容成分にそのような効能があるか否か， 評価は定まっていない場合も

あるa かりにそのような効能があったとしても，その商品を服用すること

で効果が発揮されるか否かは，成分量等の問題があるのでまた別の話であ

る。栄養成分（内容成分）の効能について，明示的にも黙示的にも言及する

ことを厳しく規制することで， この種の不当な広告を締め出すこ とが期待

される。

5案の12頁の例について

案の12頁にある「実際は，医学，薬学，栄養学等学問上は標ぼうされる

効果がないことが明らかになっている場合には，著しく 事実に反し，著し

-4 -
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く人を誤認させる表示として，景品表示法及び健康増進法上問題となる」

との記載には，問題がある。効果がないことが明らかlこなっている場合に，

効果があるかのように表示するこ とが違法なのは当たり前である。例とし

てあげるのであれば，効果があるかどうか評価が定まっていないのに，効

果があるかのように示唆するものをあげるべきである。さらにいえば，疾

病の治療文は予防の効果があるとか，保健の用途に効果があると読めるよ

うな表示をすること 自体が薬事法違反であるから，効果があるかどうかを

問題にする以前に，許されない広告が多数あることをはっきり示しておく

べきである。

第3最後に

いわゆる健康食品の表示・広告の問題は， 薬事法に抵触するにもかかわ

らず，健康増進法や景表法上は許容される部分があるかのようにみえると

ころに本質的な問題がある。当面の課題として，このようなガイドライン

を策定する必要を否定するものではないが，本来的には，健康増進法を改

正して，「人の疾病の治療または予防」に有益であるかのような広告が禁

止されていることを明示し，健康増進効果の表示は，内容成分の効果では

なく，当該食品そのものの効果を，科学的に証明できる場合にのみ許され

るものとすべきであると考える。

以上

Fhυ 
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【御意見記入様式】

食品の新たな機能性表示制度に係る食晶表示基準（案）についての意見書

特定非営利活動法人 消費者ネット・しが

条番号 項目 御意見・ 理由

2条 機能性表示食品という新たなカテゴリーを新設するこ

とには反対である。

国が責任を持って審査した食品についてp 例外的に機能

性表示を認めるというのが，特定保健用食品の制度だった

はずである。その制度が，当初の予定どおりの目的を果た

すことができているか否かを検討せずに，新たにこのよう

な制度を作るべきではない。

食品製造業者Jや販売業者は，食品の機能を高く評価した

い動機がある。そのような立場の者に，客観的かっ公平な

科学的判断を期待することに無理がある。

閣議決定があることを踏まえたとしても，そもそもこの

ような新制度を導入することには，反対せざるを得ないG

かり に機能性表示食品というカテゴリ ーを新設すると

した場合には，表示のみならず，広告についても，具体的

な規制某準を設け，現状で野放しになっている「体験談を

用いた広告J「あいまいな表現で効呆を期待させる広告j

を厳格に禁止する必要がある。

そのためには，景品表示法および健康増進法の改正もあ

わせて行う必要があるの食品表示基準のみを先行して改IF:

するこ とには反対であるc

容思包装への表示以外 かりに，機能性表示食品というカテゴリーを新設すると

の情報開示 した場合には， 根拠論文をすべてウェプサイトで1~表し，

外国語の論文は日本語訳し，すべての論文のアプストラク

トを表示して，各論文がそれぞれどのような機能性成分に

ついてどの程度の効能効果を証明できているのかを明ら

かにさせるべきである。

根拠論文の公表に当たっては， どの機能性成分につい

て，どのような被験者が，どの程度の量を，どの程度の期

間， どのような方法で隈取し，その結果どのような効果が

生じたか，それをどのような方法で測定したかを3 一般消

費者にも理解可能な形で説明すべきことを定めるべきで

ある3

また， 当該機能性成分の効能効果についての否定的な結

論を示唆する論文も公平に公開することを義務付けるべ
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【御意見記入梼式】

きであるc

恨拠論文とできるのは， Consort声明に準拠するよう

な，客観性と公平性が担保された論文に限定すべきであ

り，万が一にも，食品の製造業者や販売業者の研究員が実

験しただけの査読のないレポートや，クロスオーバー二重

盲検試験すら行っていないような論文を根拠として許容

すパきではないの

3条 2項 科学的根拠を有する機 「本品は一定の科学的根拠に基づき、事業者の責任におい

能性関与成文及び当該 て特定の保健の目的が期待できる旨の表示を行うものと

食品が有する機能性 して、消費者庁長官に届出されたものです。Jとの表示で

はなく 3 「本品には，・・がeemg含有されています。い

機能性及び安全性につ くつかの研究結果により・・には．．の効果があること

いて，固による評価を受 が示唆されていますc ただし，この効果は固による評価を

けたものでない旨 受けたものではありませんc また，本品自体に．．の効果

があることまでは保証しーません。..に・・の効果がある

ことは，当社の責任において表示しているにとどまりま

すJ と記載するのが相当ではなし、かと思われるつ

f健康の維持および増進に資する特定の保健の目的が期

待できるJのは，その食品ではなく，その食品に含まれる

特定の機能性成分に過ぎない。特定の機能性成分が含まれ

ていることと，当該食品そのものにその機能が備わってい

ることとは同義ではない。当該成分が当該食品にどの程度

含有されているか，当該成分が当該食品においてどの程度

吸収されうるか，当該成分の機能が当該食品に含有される

他の成分によって阻害されるおそれがないか，といった点

の検討が別途必要である。

3条2項 摂取する上での注意事 すでに報告されている健康被害事例がある場合は，「長期

項 間文は大量の摂取により・・の健康被害が生ずるおそれ

があるj などの表示を義務づけるべきである。

科学的根拠を欠いていたことが判明した場合に，当該商

品の販売を差し止めるような実効性のある規制を追加す

べきである。

法 6条8項は，違反表示によって健康被害が生じるおそ

れがあり，緊急を要する場合にしか，食品の回収等の強力

な命令を出せないことになっているω しかし，科学的根拠

を欠く表示を行って，消費者に当該商品を購入させること

は詐欺的な行為で、あって，直ちに差し止めるくらいの強力

な規制を施すべきである。
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消費者庁長官御中

2015年 7月 23日

干520-2351滋賀県野洲市冨波甲 972番地

特定非営利活動法人消費者ネット・しが

TEL077-518-0072 IAic 077-518-0078 

理事長土井裕明

特定商取引法に事前拒否者への勧誘禁止制度の導入を求める意見書

現在，内閣府消費者委員会特定商取引法専門調査会において，事前拒否者への勧誘禁止制

度を特定商取引法に導入すべきか否かについて，議論がなされている。そこで，当団体は，

以下のとおり意見を表明する。

第 1意見の趣向

特定商取引法の改正にあたっては，勧誘を拒絶する意思をあらかじめ表明した者に対して

訪問勧誘や電話勧誘を行ってはならないという制度を導入すべきである。

第 2.章見の理由

訪問販売や電話勧誘販売は，消費者が望むか否かにかかわらず，業者側が一方的に勧誘を

開始する，いわゆる不招請勧誘による販売形態である。「消費者の訪問勧誘 ・電話勧誘 ・FA 

X勧誘に関する意識調査j（消費者庁平成 27年5月）によれば，消費者の 96%以上がこのよう

な勧誘を望んでいない。にもかかわらず，この5年間に，消費者の 27.9%が訪問勧誘を，70.2% 

が電話勧誘を受けた経験があると される。

一方，国民生活センターが全国消費生活情報ネットワークシステム（PIO-NET）に基づいてま

とめたところによれば，2013年度の訪問販売に関する相談件数は約9万件，電話勧誘販売に

かかる相談は約 10万件に上る。訪問販売では，新聞をはじめとして強引な勧誘や長時間に及

ぶ勧誘などの問題が多いとされ，電話勧誘販売では， 高齢者に対する強引な健康食品の勧誘

や，劇場型勧誘による金融商品の勧誘が目立つとされるc このように，不招請勧誘を端緒と
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して，多数の消費者トラブ、ノレ，消費者被害が発生しているのである。

消費在は，商品購入や，役務提供契約を希望すると きは，いつでも自発的に店舗に赴いた

り，通信販売を利用したりすることができる。消費賓のほとんどが望んでいないのに，不招

請勧誘を甘受しなければならない理由はない。

現行の特定商取引法でも，契約を締結しない旨の意思を表示した者に対しては，再度の勧

誘を行うことは禁止されている。一度勧誘を受けて，これを断ってからでなければ，再勧誘

の禁止が適用されないというのは不合理である。あらかじめ，不招請勧誘を拒絶する意思を

表示した消費者に対しては，一切の勧誘を禁止すればよいだけのこ とである。

これに対して，訪問販売業界からは，営業の自由を過度に制限する規制であるとの反論が

なされている。

しかし，消費者には，生活の平穏を守る権利があり，勧誘を断る権利もある。消費者が不

招請勧誘に耐えなければならない義務などない。訪問や電話による勧誘は，消費者がこれを

自由な意思で、受けいれる限りにおいてのみ許容すれば足り るはずである。

一部の悪質業者と正1常な営業を行っている業者とを同一視して過剰な規制をかけるべきでは

ない，という議論も新開業界を中心に展開されている。

新聞という尚－品自体に問題があるわけではないとしても，その販売方法に大きな問題があ

ることは，訪問販売の中で新聞関連の相談がもっとも多いことからも明らかである。

特定商取引法 3条の 2を遵守して，販売問的で訪問をしていることをまず最初に告げ，勧

誘を受けてもよいと表明した消費者のみに対して勧誘し， 拒絶されたら直ちに退去して再勧

誘はしないというルールを守っていれば，これほどセンターへの相談が多くなるはずはない。

それができていないからこそ， 苦情や相談が多いので、あって，事業者は，自 らが消費者の

生所の平穏を害する勧誘方法をとっていることを，まず自覚すべきである。

不招請勧誘が多くの消費者被害の温床となってきたことは周知の事実である。事業者は，

不招請勧誘をしなくとも消費者に支持される質のよい商品を開発する努力をすべきで、あって，

不招請勧誘によって販路を拡大することに国執すべきではない。

以上
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